
入札公告（業務） 
 

 20 郡山 農用道１工区他付帯工測量設計業務について、下記により一般競争入札（政府

調達対象外）を行いますので、独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター契約事

務取扱要領（20 森林整管第 35 号）第４条に基づき公告します。 

 

平成２０年８月２９日 

 

独立行政法人 

森林総合研究所森林農地整備センター 

東北北海道整備局長 美濃 眞一郎 

 

記 

 

１．業務の概要 

（１）業 務 名  20 郡山 農用道１工区他付帯工測量設計業務 

（２）業務場所   福島県郡山市地内 

（３）業務内容  本業務は、郡山区域農用地総合整備事業における農業用道路の流末排

水路実施設計、案内標識実施設計、流末排水路路線測量、用地調査、道路

標識及び流末排水路に伴う協議申請図書作成を行うものである。 

         主要業務概要 

① 排水路路線測量    1.3 km 

② ４級基準点測量        17  点 

③ 地図転写・土地登記簿調査   6.4 ha 

④ 用地幅杭設置測量      1.3 km 

⑤ 排水路実施設計             1.3 km  

⑥ 案内標識実施設計           1  式 

⑦ 協議申請図書作成             1  式 

 

（４）履行期限  平成２１年３月９日まで 

（５）本業務は、入札の手続について、原則として電子入札システムを用いる方式（以下

「電子入札方式」という。）の対象業務である。ただし、電子入札方式によりがたい

者であって、電子入札によらない従来の紙による入札（以下「紙入札方式」という。）

の承諾に関する申請書を提出し独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東

北北海道整備局長（以下「東北北海道整備局長」という。）の承諾を得た者は、紙入

札方式（持参に限る。）で手続を行うことができる。 

 

２．競争参加資格 

（１）「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター業者等選定要領」（20 森林整

管第 54 号。以下「要領」という。）第７条（有資格者としない者）の規定に該当しな

い者であること。 

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）要領第８条（有資格者としないことがある者）の規定に該当しない者であること。 

（３）独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターの特定中山間等部門又は独立行

政法人緑資源機構の特定中山間等部門における平成１９・２０年度測量・建設コンサ
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ルタント等業務に係る一般競争参加資格を付与されている有資格者のうち、「Ａ等級」

の認定を受けていること（「会社更生法」（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生

手続開始の申立てがなされている者又は「民事再生法」（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後独立

行政法人森林総合研究所森林農地整備センター又は独立行政法人緑資源機構が別に定

める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けている者であること｡）。 

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申立てがなされている者（２．（３）の再認定を受けた者を除く。）

でないこと。 

（５）建設コンサルタント登録規程（昭和 52 年 4 月 15 日付け建設省告示第 717 号）に基

づく農業土木部門の登録を有すること。 

（６）施行実績 

① 競争参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）及び競争参加資格確認

資料（以下「確認資料」という。）を提出する者は、２．（６）の②に示す同種業

務について、平成１５年度以降に元請として完了した国、特殊法人等又は地方公共

団体発注の業務の実績を１件以上有さなければならない。 

 なお、特殊法人等とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

施行令（平成 13 年政令第 34 号）第１条に規定する法人（日本道路公団など、同条

に規定する法人の組織改編前の法人も含む。）をいう。 

② 同種業務とは、農業農村整備事業における排水路実施設計業務をいう。 

③ 業務成績が独立行政法人緑資源機構の発注した業務に係る業務実績である場合に

あっては、「緑資源機構（特定中山間等部門）業務成績評定要領」（15 緑機達農第 

375 号）に規定する評定点合計が６５点未満のものを除くこと。 

（７）当該業務の配置予定の技術者における管理技術者及び照査技術者は、平成１５年度

以降に元請として完了した国、特殊法人等又は地方公共団体が発注した、２．（６）

の②に示す同種業務について、１件以上従事した経験を有さなければならない。 

（８）確認申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に独立行政法人森林

総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局から指名停止を受けている者でな

いこと。 

（９）独立行政法人緑資源機構が発注した業務のうち、平成１５年度以降に元請として完

了した業務の実績がある場合においては、「緑資源機構（特定中山間等部門）業務成

績評定要領」（15 緑機達農第 375 号）に規定する評定点合計の平均が６５点以上で

あること。 

（10）警察当局から、独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センターに対し、暴力団

員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、公共事業からの排除

要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

３．入札手続等 

（１）担当課 〒020-0021 岩手県盛岡市中央通 3-3-3 菱和ビル 8 階 

独立行政法人 森林総合研究所 森林農地整備センター東北北海道整備局 

管理課（横山、狩野） 

電話 (019)654-0101 

（２）入札説明書の交付期間、交付場所及び交付方法 

① 交付期間：平成２０年８月２９日から入札執行日の前日までの「行政機関の休日 

     に関する法律」（昭和 63 年法律第 91 号）第１条に規定する行政機関  

の休日（以下「休日」という。）を除く毎日、１０時から１２時、１
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３時から１６時まで 

    ② 交付場所：岩手県盛岡市中央通 3-3-3 菱和ビル 8 階 

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局

管理課（横山、狩野） 

電話 (019)654-0101 

③ 交付方法： ３．（２）の②の交付場所において CD-R を手交する。または、下記

のホームページ上から配布の受け付けがあった場合はメールにて送信

する。なお、入札説明書に係る費用は無料とするが、CD-R は後日返却

のこと。 

         【ホームページアドレス】 

          http://www.green.go.jp/area/seibi-nou/touhoku/index.html 

（３）確認申請書及び確認資料の提出期間、提出場所及び提出方法 

 東北北海道整備局長は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、

参加希望者から確認申請書及び確認資料の提出を求める。 

  ① 提出期間：平成２０年９月１日から平成２０年９月１２日までの休日を除く毎日、

１０時から１２時、１３時から１６時まで 

  ② 提出場所：岩手県盛岡市中央通 3-3-3 菱和ビル 8 階 

                独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局

管理課（横山、狩野） 

            電話 (019)654-0101 

③ 提出方法：入札説明書に示す様式１のみを電子入札方式により送付するものとし、

様式１を送付した後に確認申請書及び確認資料（様式１含む。）を上

記②の提出場所に正１部を提出すること。ただし、郵送又は電送によ

るものは受け付けない。 

（４）入札書の提出期限、場所及び提出方法 

  ① 提出場所及び提出方法 

入札書は、電子入札方式により提出すること。 

承諾を得て紙入札方式により持参する場合の提出場所は３．（５）の②と同じと

する。 

  ② 提出期限 

電子入札方式の場合は、入札書受付締め切り日時（平成２０年１０月６日１１時

００分とする。）までに入札書を提出しなければならない。 

紙入札による持参の場合は３．（５）の①と同じとする。 

③ 入札書記載金額 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の５に相

当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

（５）開札の日時及び場所 

① 日 時：平成２０年１０月７日 １１時００分 

② 場 所：岩手県盛岡市中央通 3-3-3 菱和ビル 7 階 

独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター東北北海道整備局 

会議室 

③ その他：紙入札方式で持参する場合、入札の際には、東北北海道整備局長から競

争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを提出すること。 
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④ 競争参加資格がないと認められた者が説明を求めた場合は、入札の執行を延期す

ることとし、入札公告の訂正を掲示及び下記のホームページへの掲載により公告す

る。 

【ホームページアドレス】 

  http://www.green.go.jp/area/seibi-nou/touhoku/index.html 

⑤ 変更後の入札執行の日時及び場所については、競争参加資格があると認めた者へ   

追って通知するが、３．（５）の④の掲示及びホームページを確認すること。 

 

４．入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金 免除 

（２）契約保証金 納付（保管金の取扱店 岩手銀行大通支店） 

         ただし、利付国債の提供又は銀行、東北北海道整備局長が確実と認め

る金融機関若しくは保証事業会社（「公共工事の前払金保証事業に関す

る法律」（昭和 27 年法律第 184 号）第２条第４項に規定する保証事業会

社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険

契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 

 

５．入札の無効 

（１） 本公告に示した競争参加資格（競争に参加する者に必要な資格）のない者のした入 

札、確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。 

（２）無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。 

（３）東北北海道整備局長により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開

札の時において２.に掲げる資格のないものは競争参加資格のない者に該当する。 

 

６．その他 

（１）落札者の決定方法 

  ① 「独立行政法人森林総合研究所森林農地整備センター契約事務取扱要領」（20 森

林整管第 35 号。以下「契約事務取扱要領」という。）第１０条の規定に基づいて作

成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な申込み（入札）を行

った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その

者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき

又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をも

って入札した他の者のうち、最低の価格をもって申込み（入札）を行った者を落札

者とすることがある。 

  ② 契約事務取扱要領第１６条第１項に基づく調査基準価格を設定する案件におい

て、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、東北北海道整

備局長が行う契約事務取扱要領第１６条第２項の調査に協力しなければならない。 

（２）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨 

（３）手続きにおける交渉の有無  無 

（４）契約書作成の要否  要 

（５）関連情報を入手するための照会窓口  ３．（１）に同じ 

（６）電子入札に係る運用については、入札説明書によるほか「独立行政法人森林総合研

究所森林農地整備センター電子入札運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタン
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ト等業務）」によるものとする。 

（７）詳細は、入札説明書による。 
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